
 

 

 

  

 

 

受付できる食品 

・常温保存が可能なもの 

・未開封のもの 

・賞味期限が１か月以上あるもの※ 

・成分またはアレルギー表示の 

あるもの 

・日本語表記があるもの 

受付できない食品 

・冷凍、冷蔵食品、生鮮食品 

・開封されているもの 

・賞味期限が明記されていないもの 

・アルコール類 

 （みりん・料理酒は除く） 

・手作り品 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

   

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

筑紫野市役所 
８時 30 分から 17 時まで 

【場所】３階 環境課 窓口 

 

 

 

 

受付場所 

筑紫野市ホームページ 

※賞味期限は、令和８年６月 26 日（日付が記載されていない場合は、令和８年６月） 

以降のものをご提供ください。 

ご提供いただいた食品とあたたかい気持ちは必要とされる方にお届けします。 

 

5/18～5/22 
 

59.6ｋｇ 
の食材が 

集まりました 

＼前回のお礼／ 

フードドライブ 
実施します 

 
フードドライブとは、家庭で余った食材を持ち寄り、子ども食堂や

福祉施設などの食材を必要としているところに寄付する活動です。 


